
ＢＢ４Ｕ ＩＰ電話サービス利用規約 
 

伊藤忠ケーブルシステム株式会社（以下「弊社」といいます）はＢＢ４Ｕ

インターネットマンションサービス（以下「ＢＢ４Ｕ」といいます）また

はＢＢ４Ｕを基盤としたプライベートＩＰアドレスを利用するインターネ

ット接続サービス（以下「BB4U 基盤サービス）といいます）において、ア

ルテリア・ネットワークス株式会社（以下「ヴェクタント」といいます）

と楽天コミュニケーションズ株式会社（以下「ＦＵＳＩＯＮ」といいます）

との提携によるＦＵＳＩＯＮ ＩＰ－Ｐｈｏｎｅを基盤としたＶＥＣＴＡ

ＮＴフォン（Ｆ）サービスを利用しＢＢ４ＵまたはＢＢ４Ｕ基盤サービス

の提供のあるマンション住民に提供するＢＢ４Ｕ ＩＰ電話サービス(以下

「本サービス」といいます)に関して以下の通り利用規約（以下「本規約」

といいます）を定めます。 

 

第１条（本規約、諸規定の適用と変更） 

本規約は、本サービスの利用に関して適用され、この規約に基づきＩＰ

電話利用契約（以下「ＩＰ電話契約」といいます）が成立した契約者は本

規約を遵守するものとします。 

２．本規約の他に弊社がホームページ等に定める諸規定（以下「諸規定」

といいます）は、それぞれ規約の一部を構成するものとし、併せて本規約

といいます。 

３．弊社が本サービスの内容、または本規約の内容の変更が必要と判断し

た場合、契約者に通知することなく、その必要な変更をおこなうことがで

きるものとします。 

４．本規約に定めのない事項については、ＢＢ４Ｕインターネット接続サ

ービス契約約款またはインターネット接続サービス設備保守・運用サポー

ト契約またはＢＢ４Ｕ基盤サービス利用約款が適用されるものとし、本規

約の内容とＢＢ４Ｕインターネット接続サービス契約約款またはインター

ネット接続サービス設備保守・運用サポート契約またはＢＢ４Ｕ基盤サー

ビス利用約款の内容が抵触する場合には本規約の内容が、この規約と諸規

定が抵触する場合には諸規定が適用されるものとします。  

５．弊社は、本規約を任意に何ら予告なく変更できるものとし、契約者は、

変更後の規約に従うものとします。なお、変更は、弊社のウェブサーバ等

を介してオンライン上に表示することにより通知するものとします。また、

変更後の本規約は、弊社がウェブサーバ等を介してオンライン上に表示し

た時点より効力が生じるものとします。 

 

第２条（IP 電話契約） 

本サービス提供可能な申込者のうち、本規約に同意の上、弊社指定の方

法により、本サービスの利用を申し込み、弊社が承諾し顧客データベース

に登録が完了した日に、その申込者を契約者として IP 電話契約が成立する

ものとします。なお、本サービスの利用を申し込んだ申込者についてその

時点で本規約に完全に同意したものとみなします。 

２．IP 電話契約は１契約者につき１つのみ締結できるものとします。 

３．弊社は、次の何れかに該当する場合、利用申込みを承諾しないことが

あります。また、申込みを承諾した後にも、次のいずれかに該当すること

がわかった場合、遡って承諾を取り消すことがあります。  

（１） 申込者が本サービス申込の際に、決済手段として届け出たクレ

ジットカードが、クレジットカード会社より無効とされている

事が判明した場合、または弊社が用意する決済手段の与信審査

において、当該会員に対して承認が得られなかったとき。 

（２） 申込者が本サービスを含む弊社サービスの料金の支払いを怠り、

又はその虞があるとき。  

（３） 申込者が本規約に違反し、又はその虞があるとき。  

（４） 利用申込みを承諾することにより弊社の業務遂行上、又は技術

上著しい支障が生じ、又はその虞があるとき。  

（５） 法定代理人の同意を得ていない２０歳未満の申込者、もしくは

申込者家族が利用申込みをされたとき。 

（６） 虚偽の事実をもって利用申込が行われたとき。 

（７） 前各号に定めるほか、弊社が利用申込みを承諾することが適当

でないと判断したとき。 

 

第３条（登録内容の変更） 

契約者は、住所、氏名、クレジットカード番号、その他利用申込におい

て届け出た情報に変更があった場合には、直ちに変更の届出を弊社に行う

ものとします。 

２．契約者が、前項の届出を怠ったことにより、本サービスを利用できな

い等、契約者、または第三者に生じる損害について、結果的損害、付随的

損害、および遺失利益を含め、弊社は一切の保証、賠償も行いません。 

 

第４条 （個人情報の管理） 

本申込書を通じて取得したお客様の個人情報やクレジットカード情報

（以下あわせ「個人情報」といいます）は、伊藤忠ケーブルシステム株式

会 社 （ 個 人 情 報 管 理 者  ラ イ フ コ ン テ ン ツ サ ー ビ ス 部 長 

privacy@itochu-cable.co.jp）が管理します。 

２．本申込書を通じて取得したお客様の個人情報は以下の利用目的で利用

します。 

（１） サービスの障害や保守等に関するご案内をお客様に連絡するた

め。 

（２） サービスにおける障害時や保守時等の連絡のため。 

（３） サービス料金の決済のため。 

（４） 商品又はサービスの紹介のため。 

（５） その他、サービスをより簡便に利用できるようにするため。 

３．本申込書により取得した個人情報を、本人の同意なく第三者に提供す

ることはございません。ただし、次の場合は除きます。 

（１） 法令に基づく場合。 

（２） 人の生命、身体又は財産の保護のために必要になる場合であっ

て、本人の同意を得る事が困難であるとき。 

（３） 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要

がある場合であって、本人の同意を得る事が困難であるとき。 

（４） 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令

の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障

を及ぼすおそれがあるとき。 

４．本申込書への個人情報の記入及び提出はお客様の任意となりますが、

必要な情報を提出いただけない場合、申込みができない場合があります。 

５．本申込書を通じて取得したお客様のクレジットカード情報はサービス

料金の決済のために利用します。 

６．クレジットカードによるお支払手続きのため、本申込書に記載された

個人情報の一部を郵送またはファイル転送にて、該当の金融機関へ提供さ

せて頂きます。本サービスは「ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社」

のクレジットカード代行サービスを利用しており、お客様の決済情報の一

部をＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社が保有いたします。 

７．本サービスの提供を確保する為に、本申込書により取得した個人情報

を保守・サポート業務の委託に伴い、当社が委託する第三者に提供する場

合があることを承諾していただきます。なお、当社が個人情報を提供する

場合は、契約により、適切な個人情報管理を行うよう委託先に義務付ける

ものとします。 

８．当社は、当社が定める保存期間である利用契約の終了後７年間の経過

後は、個人情報を消去するものとします。ただし、法令の規定に基づき保

存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができることを

承諾していただきます。 

９．本申込書にご記入頂きました個人情報に関し、お客様には、利用目的

の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三

者への提供停止の権利がございます。 

上記の権利の行使につきましては、これらの請求をおこなう際には、下記

のお問合せ窓口までご連絡お願い申し上げます。 

 

宛先： 〒141-0022 東京都品川区東五反田 3-20-14 高輪パークタワー 

伊藤忠ケーブルシステム株式会社 ライフコンテンツサービス部 

担当：個人情報相談窓口  電話：03-6277-1828  

メール：privacy@itochu-cable.co.jp 

 

第５条（契約者による解約） 

契約者はＩＰ電話契約を解約する場合には、解約しようとする月の２５

日までに弊社が指定する方法により届け出るものとします。この場合、毎

暦月の初日から２５日までに届出のあったものについては当該暦月の末日

に、また毎暦月の２６日から末日までに届出のあったものについては当該

暦月の翌月末日に解約されるものとします。また、その場合、解約日が暦

月の途中であっても、本サービスの基本料金、ＶｏＩＰ端末レンタル料金

の請求は暦月単位で計算し請求されるものとします。 

２．契約者の本サービス利用中に係わる一切の債務は、ＩＰ電話契約終了

後においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。 

 

第６条（本サービスについて） 

本サービスは、ＩＰ電話を通じ弊社が契約者に対して、ＢＢ４Ｕインタ

ーネット接続サービス契約約款、インターネット接続サービス設備保守・

運用サポート契約、ＢＢ４Ｕ基盤サービス利用約款、本規約、および本規

約に基づき弊社が契約者に対して通知する内容に従って提供される、以下

の各号に該当する音声通信サービスです。 

（１） 契約者間の音声通信サービス 

（２） 契約者と、ＦＵＳＩＯＮ ＩＰ－Ｐｈｏｎｅサービス（その提携

電気通信事業者含む）利用者間の音声通信サービス 

（３） 契約者から公衆交換電話網で提供される電話利用者への音声通

信サービス 

２．前項各号の本サービス利用対象通話に該当する場合、テレフォニーア

タプター（以下「ＶｏＩＰ端末」といいます）等により自動的に本サービ

スが選択され、契約者は、他の電気通信事業者が提供する優先接続サービ

ス（マイライン、マイラインプラス等）による通話サービスが利用できな

くなります。 

３．本サービスを利用して行われた通話は他の電気通信事業者が提供する

割引サービスの適用対象にはなりません。 

４．本サービスの利用となる通話について、契約者は、他の電気通信事業

者が提供する各種付加機能サービス（ボイスワープ、ナンバーディスプレ

ーやその他の付加機能サービス等）が利用できなくなるものがあります。 

 

第７条（ＩＰ電話番号） 

弊社は、契約者に対して、本サービスに必要な電話番号(０５０－×××
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×－××××)（以下「ＩＰ電話番号」といいます）を１契約者に対して１

つ付与するものとし、契約者は、ＶｏＩＰ端末到着後に、弊社所定のウェ

ブページ上においてのみＩＰ電話番号の照会・取得ができるものとします。 

２．契約者は、一度付与されたＩＰ電話番号の変更請求はできません。 

 

第８条（提供条件） 

 本サービスは、ＢＢ４ＵまたはＢＢ４Ｕ基盤サービスの提供のあるマン

ションでのみ利用できるものとします。 

２．本サービスの契約者につきましてはＩＰ電話１回線につき別途、一般

加入電話１回線を設置するものとします。 

３．前項の一般加入電話を設置しない場合には、第９条に定める公衆交換

電話網での発信ができないことに同意したときに限り、本サービスを利用

できるものとします。 

 

第９条（公衆交換電話網での発信） 

契約者は以下の各号に定める音声通信にはＩＰ電話より発信できない番

号があり、この場合において契約者が契約している通信事業者（以下「電

話会社」といいます）の公衆交換電話網に切り替えて発信することになり、

当該通信については従来どおり当該電話会社の定める通話料金が発生する

ことを予め確認するものとします。 

（１） ポケットベル等のサービスを利用する場合。 

（２） １１０、１１９等緊急通話を含む３桁番号サービスを利用する

場合。 

（３） ０１２０、０９９０等で始まる特定の電気通信事業者のサービ

スを利用する場合。 

 

（４） ＶｏＩＰ端末、その他本サービスにおいて使用される機器の障

害、またはＩＰネットワーク等、本サービスに関する障害に起

因し、本サービスを受けられない状態で発信した場合。 

（５） 相手先電話番号の前に００００を付与して発信する場合。 

 

第１０条（ＶｏＩＰ端末の貸し出し） 

契約者は本サービスを受けるために弊社が別途定める方法で料金を支払

い、弊社が指定するＶｏＩＰ端末を借り受け利用するものとする。 

ただし、契約者は個別購入のＶｏＩＰ端末及び同等機器でのサービス提供

は受けられないものとする。 

２．契約者は、貸し出されるＶｏＩＰ端末並びにそれらに含まれるソフト

ウェアおよびその設定情報等を善良な管理者の注意義務をもってこれを維

持・管理するものとします。 

３．弊社はＶｏＩＰ端末およびソフトウェアについて一切動作保証は行わ

ないものとします｡ 

４．契約者は、ＶｏＩＰ端末を分解・改造したり、その使用説明書に記載

されている使用方法以外の方法で使用したりしないものとします。 

５．契約者は、ＶｏＩＰ端末を貸与、賃貸、譲渡、売買等してはならない

ものとします。 

６．契約者の故意、過失または自然災害によりＶｏＩＰ端末に破損等の問

題が生じた場合にはその修理、復旧にかかった費用は契約者に負担いただ

くものとします。 

７．契約者がＩＰ電話契約の解約をした場合等契約者の事由により貸し出

されたＶｏＩＰ端末の利用が終了した場合、契約者は速やかにＶｏＩＰ端

末を返却するものとします。なお、この場合の返却に要する費用は契約者

の負担とします。 

８．前号の場合において契約者がＶｏＩＰ端末を速やかに返却しない場合、

別途通知する遅延損害金を請求させていただきます。 

 

第１１条（料金の支払い方法および計算方法） 

 契約者は、弊社が別途定める支払方法に従って、料金を支払うものとし

ます。 

２．本サービスの料金について、毎月所定の締め日（以下「締め日」とい

います）に、ヴェクタントより提供される課金データに基づきサービス料

金の規定に従い月額計算した上で、当該料金月の料金を請求するものとし

ます。  

３．サービス基本料金（以下「基本料金」といいます）の計算については、

次のとおりとします。  

（１） 料金は、毎月末日を締め日とし、規定に従い暦月単位で計算し

請求するものとします。 

（２） 料金は、契約開始月の翌月から発生するものとします。 

（３） ＩＰ電話契約の解約、または、契約者の事由による契約の終了

の場合、その日付に関係なく、当該ＩＰ電話契約が終了した月

までの料金を支払うものとします。  

（４） 契約者は、契約期間中に本サービスを利用できない状態が生じ

た場合であっても、契約期間中に発生する料金の全額を支払う

ものとします。ただし、第１９条２項に定める場合はこの限り

ではありません。  

４．ＶｏＩＰ端末レンタル料金の計算については、次のとおりとします。  

（１） 料金は、毎月末日を締め日とし、規定に従い暦月単位で計算し

請求するものとします。 

（２） 料金は、契約開始月の翌月から発生するものとします。 

（３） ＩＰ電話契約の解約、または、契約者の事由による契約の終了

の場合、その日付に関係なく、当該ＩＰ電話契約が終了した月

までの料金を支払うものとします。また、契約者がＩＰ電話契

約終了後も、ＶｏＩＰ端末を弊社宛に速やかに返却しなかった

場合、ＩＰ電話契約終了月以降についても請求が発生するもの

とします。 

（４） 契約者は、契約期間中に本サービスを利用できない状態が生じ

た場合であっても、契約期間中に発生する料金の全額を支払う

ものとします。 

５．通話料金の計算については、次のとおりとします。  

（１） 通話料金は、毎月末日を締め日として、ヴェクタントが測定し

た通話時間と弊社が定める料金の規定に従い月額計算し、当月

分の基本料金、ＶｏＩＰ端末レンタル料金と合わせて請求する

ものとします。 

（２） 本サービスを利用した契約者間の通話については、通話料金は

発生しません。 

（３） 契約者は弊社が定める料金の規定に従い算定した料金の支払い

をするものとします。ただし、弊社の機器の故障等により通話

時間を正しく測定できなかった場合を除きます。 

（４） 本サービス利用中に通話が途切れ、または遅延する等、本サー

ビスが正常に利用できない事態が発生した場合、契約者に事前

に通知することなく、ＶｏＩＰ端末により自動的に契約者が契

約している電話会社の公衆交換電話網が提供する通話サービス

を利用する場合があります。この場合に発生する通話料等につ

いては、他の通信事業者等が定める料金が適用されることとな

ります。発生した当該通話料等に関して、弊社は一切責任を負

わないものとします。 

６．弊社は、業務の遂行上やむを得ない場合、前項に挙げた各料金の計算

の起算日、締切日、計算方法を変更できるものとします。 

 

第１２条（割増金） 

 料金の支払を不当な手段により免れた契約者は、その免れた額のほか、

その免れた額の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した金額を割増金

として支払うものとします。 

 

第１３条（遅延損害金） 

 契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎ

てもなお履行しない場合、契約者は所定の支払い期日の翌日から支払日の

前日までの日数に、年１４．５％の利率で計算した金額を延滞利息として、

本サービスの料金その他の債務と一括して、弊社が指定する方法で指定し

た日までに支払うものとします。 

２．前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担と

します。 

 

第１４条（本サービスに必要な機器についての契約者の責任） 

 契約者は電話機、ＶｏＩＰ端末といった本サービスを受けるために必要

な機器について他人に無断で利用されないように契約者自身の責任におい

てこれらを管理するものとします。 

２．本サービスを利用して行われた通話は全て契約者により行われたもの

とみなします。この場合において第三者の不正使用が行われても弊社は責

めを負わないものとします。 

 

第１５条（禁止事項） 

 契約者はサービスの利用にあたり、以下の各号に掲げる行為をしてはな

らないものとします。 

（１） 他の契約者、第三者または弊社の著作権・商標権等の知的財産

権を侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。 

（２） 他の契約者または第三者の財産、プライバシーまたは肖像権を

侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。 

（３） 前２号の他、他の契約者、第三者または弊社に不利益な損害を

与える行為、または損害を与えるおそれのある行為。 

（４） 本サービスを他の契約者または第三者へ、転貸または再販売す

る等本サービス自体を営利の目的とする行為。 

（５） 不当に回線帯域を圧迫し、ネットワークに過大な負荷をかける

行為。 

（６） 本サービスによりアクセス可能な弊社または第三者の情報を改

ざん、消去する行為 。 

（７） ＩＤ・パスワードを不正に使用する行為。 

（８） 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。  

（９） 他契約者の本サービスの利用に重大な支障を与える利用行為、

もしくは本サービスおよびその運営に支障をきたす利用行為、

またはそのおそれのある利用行為。 

（１０） 本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、

重大な支障を与える態様において本サービスを利用する行為。 

（１１） 法令に違反する行為、または違反するおそれのある行為。 

（１２） その他、弊社が不適切と判断する行為。 

 

第１６条（契約者資格の停止） 

契約者が本規約に違反した場合、または、次に掲げるいずれかに該当す

ると判断した場合、弊社は契約者に何らの催告をすることなく契約者資格



を停止し、本サービスを中断することができます。この場合、契約者は、

本サービスを一切使用することができなくなります。 

（１） 前条に該当する禁止行為を行った場合。 

（２） 本サービスを違法な目的で利用した場合。 

（３） ＢＢ４ＵおよびＢＢ４Ｕ基盤サービスのいずれかについて 1 回

でも料金支払を遅滞した場合。 

（４） 料金等の支払に使用するクレジットカードが料金の決済手段と

して利用できない場合。 

（５） ＢＢ４ＵまたはＢＢ４Ｕ基盤サービスの利用資格または、ＢＢ

４ＵまたはＢＢ４Ｕ基盤サービスのサービスが一時停止、ＢＢ

４Ｕ基盤サービスのサービス休止された場合。 

（６） 契約者の管理組合と弊社の間で締結されたインターネット接続

サービス設備保守・運用サポート契約が解約となった場合。 

（７） ＢＢ４Ｕインターネット接続サービス契約約款またはＢＢ４Ｕ

基盤サービス利用約款に違反した場合。 

（８） インターネット接続サービス設備保守・運用サポート契約に違

反した場合。 

（９） ＢＢ４Ｕ基盤サービス提供会社と弊社間での業務委託が解消さ

れた場合。 

（１０） 弊社にとって契約者が所在不明になった場合。 

（１１） その他契約者として不適切と弊社が判断した場合。 

 

第１７条 (本サービスの中止・中断) 

弊社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止・中断で

きるものとします。 

（１） 本サービスのシステムの保守を定期的または緊急に行う場合。 

（２） 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、

停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおり

できなくなった場合。 

（３） 政府機関の規制、命令によるとき、または関連契約事業者また

は協定事業者等が本サービスの提供を中止・中断した場合。 

（４） その他、弊社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と

判断した場合。 

２．弊社は、前項の規定により、本サービスの運営を中止中断するときは、

あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを

得ない場合は、この限りではありません。 

３．弊社は、本サービスの中止中断などの発生により、契約者または第三

者が被ったいかなる損害について、本規約で特に定める場合を除き、責任

を負わないものとします。 

 

第１８条（弊社からの契約解除） 

 弊社は第１６条に基づき本サービスの利用停止を受けた契約者が弊社か

ら催告を受けたにもかかわらず速やかにその事由が解消されない場合には

ＩＰ電話契約を解除できるものとします。 

２．前項に係らず弊社は契約者が次のいずれかに該当した場合には、何等

催告することなくＩＰ電話契約を即時に解除できるものとします。 

（１） 第１５条各号所定の事由に該当する場合で弊社の業務遂行に支

障をきたすと弊社が判断した場合。 

（２） 契約者に対する差押え、仮差押え、または仮処分命令の申し立

てがあった場合。 

（３） 破産、民事再生手続（個人債務者再生手続きを含む）の申し立

てがあった場合。 

（４） 手形不渡り、その他支払いを停止した場合。 

（５） 弊社からの通知が到達しなかった場合、その他居所が判明しな

い場合。 

（６） 契約者が死亡した場合。 

（７） 契約者資格を失った場合、これらのサービスの解除事由に該当

した場合。 

３．ＩＰ電話契約が解除された場合には、契約者は、ＩＰ電話契約に基づ

く一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに

弊社に支払うものとします。 

 

第１９条（損害賠償） 

契約者は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信

回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自

体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては、弊社が

本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないことについ

て予め了承するものとします。 

２．弊社は、他電話会社の公衆交換電話網の責めに帰すべき理由等により、

本サービスの提供ができなかった場合であって、弊社が当該電話会社等か

ら損害賠償を受領した場合には、当該受領額を本サービスが利用できなか

った契約者全員に対する損害賠償総額の限度額とし、賠償請求に応じるも

のとします。  

３．天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力または弊社

の軽過失により、本サービスを提供できなかったときは、弊社は一切その

責を負わないものとします。  

４．弊社は本サービスの利用もしくは利用できなかったことに関連して契

約者または第三者に生じた一切の損害についてその原因の如何にかかわら

ず一切責任を負わないものとします。 

 

第２０条（免責） 

 本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本

サービスを通じて送受信、交換、蓄積される情報データ等の流出もしくは

消失等、またはその他本サービスに関連して発生した契約者または第三者

の損害について、弊社は一切責任を負わないものとします。 

２．弊社は、本サービスの内容、および契約者が本サービスに関連してダ

ウンロードするソフトウェア等について、その完全性、正確性、確実性、

有用性等のいかなる保証も行わないものとします。 

３．弊社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生

じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。 

 

第２１条（品質の保証） 

本サービスの通話品質は契約者の宅内環境、およびインターネット網の

混雑、遅延等、様々な要因に影響されるものであり、弊社は本サービスに

おける通話品質に関して、理由の如何を問わず一切保証いたしません。 

 

第２２条（管轄裁判所） 

契約者と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審

の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第２３条（準拠法） 

本規約に関する準拠法は日本法とします。 

 

付則 本規約は２００４年１２月２４日より実施するものとします。 

改定：２０１６年７月 

 

 


